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直轄事業負担金裁判報告

正当な費用負担か？

国のぼったくりか？

仙台市民オンブズマン

代表 十 河 弘
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直轄事業負担金とは

直轄事業とは国が決定し，実行する公共
事業のこと。道路，河川・ダム，港湾などの
事業がある。

道路・河川については直轄事業について
事前に地元自治体と話し合う制度がない
が，地元自治体は費用の 1/2 - 1/3 程度
を負担する（道路法５０条，河川法６０条）。
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宮城県・仙台市の負担額

宮城県

平成２０年度の国直轄道路事業の負担金
として合計金９３億３４１８万０８３０円

仙台市

平成２０度は国直轄道路事業の負担金とし
て合計金２８億４５４５万２１１５円
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国からの納入告知書

「費用」の総額にどんな項目が含まれてい
るのか明記されず。

道路・河川については，事前に国と自治体
との協議もない。

→ぼったくりバーの請求書だ！

（橋下大阪府知事）
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宮城県，仙台市の負担実態

宮城県，仙台市

国土交通省の仙台河川国道事務所を移転
するために取得する土地代金（4093,06
㎡）の負担分も含まれていた。

庁舎用の土地取得代金は「国道の新設又
は改築に要する費用 」「１級河川の管理に
要する費用 」と言えるか？



6

「費用」とは？

事務所用地の取得代金はいくら何でも「費
用」ではないはず。

「費用」の解釈が国と地方で違う？？

国と地方では事業予算の立て方が違うの
で、事業経費として予算化する内容が異
なってくる(職員の退職手当や庁舎経費)。
それを良いことに、地方への請求額が多く
なっていた。
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そもそも・・・原則論

国の事務経費を地方に負担させることは
原則禁止（地方財政法１２条）。

道路法，河川法に「費用」の例示や定義は
ない。

地方負担とできるのは直接経費のみと限
定されるべき。



8

事業規模は国が勝手に決める

事務所をいくらで建設するのか，どのくらい
の用地をいくらで購入するのかは国が勝
手に決める。

庁舎の経費まで自動的に地方に負担させ
るのが妥当か？

国の人件費や庁費その他の設備の建設
費・維持費・修繕費はいわば固定費。
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庁舎用土地は国の所有物

庁舎用土地は国の所有物として財産にな
り，経費として消滅してしまうものではない。

土地の取得代金を地方が負担することは，
地方が国に寄付することと同じ。

→地方財政法４条の５（割当的寄付金等
の禁止）に反する。
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宮城県・仙台市の裁判経過

平成２１年４月３０日 監査請求

同年６月２３日 市監査請求を棄却

同年６月２６日 県監査請求を棄却

同年７月２２日 県・市に住民訴訟提起

同年９月 ７日 県住民訴訟第１回期日

同年１０月１日 市住民訴訟第１回期日
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今後の展開（予想）

裁判は粛々と進める

本日の選挙の結果次第では・・・

民主党の公約

道路・河川・ダム等の全ての国直轄事業
における負担金制度を廃止し、地方の約１
兆円の負担をなくす。
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【最後に】オンブズとしての行動案

平成２０年度に地方が国に納付した不当
な負担金（庁費，人件費等の固定費分）を
返還請求するよう，監査請求する。

そのために，本年６月１日に国土交通省が
明らかにした、昨年度の負担金の使途を
調べる（国土交通省のHP，情報公開）。

場合によっては差し止めの監査請求も。


